
三木市見本市等出展事業補助金交付要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、三木金物産業に携わる市内の商工業団体又は中

小企業者が見本市等に出展する際に係る経費の一部を補助すること

により、三木金物の販路拡大及び三木金物産業の振興に寄与するこ

とを目的とする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) 三木金物産業 市内において利器工匠具、手道具、作業工具、

園芸用具、農業用器具その他金物の製造、加工又は販売を行う者

が相互に関連して行う経済活動をいう。 

(2) 見本市等 販路拡大又は受注の機会の確保を目的に行われる

工業製品、技術等を紹介する見本市、展示会又は商談会をいう。

ただし、消費者を対象とする商品等の販売を主たる目的として開

催されるものを除く。 

(3) 協同組合 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１５４

号）第３条第１号の事業協同組合又は同条第３号の協同組合連合

会をいう。 

(4) 商工会議所 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に

規定する商工会議所をいう。 

(5) 市内中小企業者 中小企業基本法(昭和３８年法律第１５４

号)第２条第１項に規定する法人又は個人事業者であって、法人

にあっては市内に本店登記を有し、かつ、市内に事業所を置くも

のを、個人事業者にあっては、市内に住所を有し、かつ、市内に

事業所を置き、開業届を提出しているものをいう。ただし、風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律

第１２２号)第２条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。 

(補助対象者) 

第３条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対

象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれか

に該当し、かつ、市税を滞納していない者とする。 

(1) 市内に主たる事業所を有し、三木金物産業に係る事業を行う

協同組合（以下「組合」という。） 



(2) 市内に事務所を有する商工会議所 

(3) 次のいずれにも該当する市内中小企業者 

  ア 三木金物産業に携わる者であること。 

  イ 市内で引き続き１年以上事業を営む者であること。 

(補助対象経費、補助金の額等) 

第４条 補助対象経費、補助金の額及び補助限度額は、別表に掲げる

補助対象者の区分に応じ、それぞれに定めるとおりとする。 

(交付申請) 

第５条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)

は、三木市見本市等出展事業補助金交付申請書(様式第１号)に、次

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 (1) 収支予算書(様式第１号の２) 

 (2) 見本市等の概要が分かる資料（出展小間料が明記してあるも

の） 

 (3) 市税の納税証明書 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

 (交付決定) 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を

審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市見本市等出展事業補

助金交付(不交付)決定通知書(様式第２号)により申請者に通知す

る。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付決定について条件を付す

ることができる。 

(変更申請等) 

第７条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業

者」という。)は、申請の内容を変更しようとするとき又は補助事

業を中止しようとするときは、三木市見本市等出展事業補助金交付

申請変更等承認申請書(様式第３号)に、次に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

 (1) 変更収支予算書(様式第３号の２) 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

 (変更承認等) 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を

審査し、当該申請を承認するかどうかを決定し、三木市見本市等出



展事業補助金交付申請変更等承認(不承認)通知書(様式第４号)に

より補助事業者に通知する。 

２ 市長は、前項の規定による申請内容の変更の承認について条件を

付することができる。 

 (実績報告) 

第９条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、当該完了の

日から起算して９０日以内又は当該完了の日が属する年度の末日の

いずれか早い日までに三木市見本市等出展事業補助金実績報告書

(様式第５号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

 (1) 収支決算書(様式第５号の２) 

 (2) 出展小間料等の補助対象経費に係る領収書の写し又は振込履

歴 

 (3) 事業実施の状況を示す写真 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

 (補助金額の確定) 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、

その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたと

きは、補助金の額を確定し、三木市見本市等出展事業補助金額確定

通知書(様式第６号)により補助事業者に通知する。 

 (補助金の請求) 

第１１条 補助事業者は、前条の規定による補助金額の確定後、補助

金の交付を受けようとするときは、三木市見本市等出展事業補助金

請求書(様式第７号)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付す

る。ただし、市長は必要があると認めるときは、概算払いをするこ

とができる。 

(交付決定の取消し等) 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認

めたときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を

命じることができる。 

 (1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたこと

が明らかになったとき。 

 (2) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。 



２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部

を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還さ

せるときは、三木市見本市等出展事業補助金交付決定取消(返還)通

知書(様式第８号)により交付決定者に通知する。 

 (加算金及び延滞金) 

第１３条 補助事業者は、前条第２項の規定により補助金の返還を命

じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日ま

での日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけ

るその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年１０．

９５パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければなら

ない。 

２ 補助事業者は、前条第２項の規定により補助金の返還を命じられ

た場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納

付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、

年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなけ

ればならない。 

 (補則) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要

な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

(旧要綱の廃止) 

２ 三木市産業見本市等事業補助金交付要綱(平成２４年４月１日制

定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。 

 (経過措置) 

３ この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により申請された補助金の

交付その他の手続については、なお従前の例による。 

 

別表（第４条関係） 

補助対象

者 

補助対象経費 補助率 補助限度額等 



組合及び

商工会議

所 

次に掲げる経費 

(1) 出展小間料等

の出品料金又はこ

れに類するもの 

(2) 展示装飾に要

する経費 

(3) 出品物の輸送

委託費(通関料を

含む。) 

(4) 産業見本市等

で配布するための

パンフレットの印

刷経費 

(5) 通訳又は翻訳

の経費 

(6) 旅費又は宿泊

に係る経費 

(7) 出展に必要な

経費であって、市

長が認めるもの 

補助対象経費

の３分の２に

相当する額 

３００万円 

市内中小

企業者 

出展小間料等の出品

料金又はこれに類す

るもの 

補助対象経費

の２分の１に

相当する額 

(1) 一の事業者に

対し、予算の範囲

内において、７万

円を限度とする。 

(2) 一の事業者に

対する補助の回

数は、１年度当た

り１回を限度と

する。 

備考１ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てる。 

備考２ 宿泊に係る経費は、１人当たり１泊１２，５００円を上限

額とする。 

 


